
建物共済

議員立法により農業災害補償法を改正

任意共済事業の導入、共済金額限度額 ２０万円

昭和２７年 建物長期共済、定期預金共済、建物更新共済の指導準則が制定

第２室戸台風

建物の被害は全壊２，５８１棟、半壊１万８，１４５棟

「農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴う覚書」締結（38協定）

自民党党議決定に基づき、農業共済団体と農協系統団体が調印

農業共済は短期、農協は長期で建物共済の実施を取り決める

８．２８の集中豪雨で水害（羽越水害）

死者９６人・行方不明者３８人、建物被害は全壊１，０６９棟、半壊２，０６２棟、床上浸水１
万５，２１４棟

仕組改定等

(1)拡張担保事故の導入

(2)新価特約・臨時費用担保特約の導入

（共済種類の名称を「建物総合共済」と「建物火災共済」に変更）

給付改善等

(1)共済金額限度額の引上げ 火災共済１，０００万円、総合共済２００万円

(2)火災等事故への８０％付保割合条件付実損てん補方式の導入

総合共済の給付改善

共済事故に地震等事故を追加

給付改善

残存物取片付費用給付の導入

給付改善等

(1)共済金額限度額の引上げ 火災共済３，０００万円、総合共済７００万円

(2)火災共済への特別費用共済金・地震火災費用共済金の導入など

仕組改定等

(1)共済金額限度額の引上げ 火災共済６，０００万円、総合共済２，０００万円（通算限度
額は６，５００万円）

(2)失火見舞費用共済金の導入

７．１３梅雨前線豪雨 

死者１５人、建物被害 全壊７１棟、半壊５，６５７棟、床上浸水１，８８２棟

中越大震災 

死者６８人、建物被害　全壊３，１７５棟、大規模半壊２，１６７棟、半壊１万１，６４３棟、共
済金約２４億円

中越沖地震

死者１５人、建物被害　全壊１，３３１棟、大規模半壊８５６棟、半壊４，８５４棟、一部損壊
３７，２７７棟（平成２５年４月１日現在）
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建物共済

年 主な制度改正・災害等

長野県北部地震

建物被害　全壊３９棟、半壊２５８棟、一部損壊２，０８９棟（平成２９年３月３１日現在）

「平成２３年７月新潟・福島豪雨」

死者４人、建物被害　全壊４１棟、半壊８０５棟、一部損壊３２棟（平成２６年１月３１日現
在）

平成２８年 収容農産物補償特約の導入

仕組改定等

(1)総合共済の共済金額限度額の引上げ　４，０００万円
　（火災共済との通算限度額１億円）

(2)地震等事故の担保割合の引上げ　３０％→５０％

(3)小損害実損填補特約の導入

仕組改定等

(1)失火見舞費用共済金の１被災世帯当たり支払額の引上げ　２０万円→５０万円

(2)水道管凍結修理費用共済金の導入

能登半島地震

死者６人、建物被害　全壊１１１棟、半壊４，１６３棟、一部損壊２１，２６４棟

共済金１２億９，５１６万円（令和８年３月３１日現在）

仕組改定等

小損害実損填補特約に５０万円を新設
令和７年

令和６年

令和２年

平成３０年

平成２３年


